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（
国
土
交
通
委
員
会
）

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
、

認
定
軌
道
運
送
高
度
化
事
業
等
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
等
の
業
務
を
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

（

「

」

。
）

、

、

機
構

以
下

機
構

と
い
う

に
行
わ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め

同
機
構
に
つ
い
て
高
度
船
舶
技
術
に
関
す
る
業
務
の
廃
止
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

機
構
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
基
準
に
従
い
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
認
定
軌
道
運
送
高
度
化
事
業
等
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正

１

機
構
の
業
務
と
し
て
、
一
に
関
す
る
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。
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２

機
構
の
業
務
の
う
ち
、
民
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
高
度
船
舶
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め

の
助
成
金
を
交
付
す
る
業
務
、
運
輸
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
業
務
等
を
廃
止
す
る

こ
と
と
す
る
。

３

機
構
の
役
員
及
び
職
員
に
対
し
、
金
融
業
務
に
係
る
秘
密
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
と
す
る
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。


